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月
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目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

特
別
支
援
教
育
課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

岐
阜
県
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

岐
阜
県
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則

第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中｢

保
護
者
等
に
よ
る｣

を｢

経
費
に
関
す
る｣

に
改
め
、
同
条
中｢

校
長｣

の

下
に｢(

以
下｢

学
校
長｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、｢

五
月
十
日｣

を｢

七
月
十
日｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中

｢

支
弁
の
段
階｣

を

｢

支
弁
区
分｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

支
弁
の
段
階｣

を

｢

支
弁
区
分｣

に
、｢

当
該
学
校
の
校
長｣

を｢

学
校
長｣

に
改
め
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

経
費
の
支
給)

第
四
条

学
校
長
は
、
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
二
十
九
年
政
令

第
百
五
十
七
号)

第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
支
弁
す
べ
き
経
費
の
額
を
算
定
し
た
と
き
は
、
保
護
者

等
に
対
し
て
当
該
額
を
速
や
か
に
通
知
し
、
金
銭
を
も
っ
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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